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ご利用規約 

【利用対象児】 

 生後 6ヶ月以上の、保育所、幼稚園、認定子ども園等に在籍していない乳幼児。 

 保護者の育児疲れ解消、冠婚葬祭、その他の事由により一時的な保育が必要となる乳幼児。 

 保護者の傷病、通院・入院等により、一時的に保育が必要となる乳幼児。 

 保護者の勤務形態により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要

となる乳幼児。 

 保護者が就労を目的とした活動に際して、一時的に保育が必要となる乳幼児。 

 当日に 37.5 度以上の発熱や咳が続く等の症状がみられる体調不良のお子様はお預かりで

きません。 
 

【開園日および開園時間】 

月曜日～金曜日の午前８：３０～午後５：３０まで 
 

【休業日】 

日曜日、土曜日 

  国民の祝日に関する法律に規定する休日 

  １２月２９日から１月４日までの日 

  ※天候・道路交通の影響や天災などの被害により、安全確保が困難な場合はご利用をお断

りすることがあります。 
 

【定員】 

一斉利用３名を限度とします。予約状況・保育士の人数によっては定員に満たない場合で

もご利用をお断りすることがあります。 
 

【登録申請】 

事前に登録申請が必要です。 
 

【利用】 

利用申込書に必要事項を記入のうえ、利用日の一ヶ月前から前日までに申請して下さい。 

※ただし月曜日の利用申込は前週の金曜日までにお願いします。 
 

【食事について】 

 食事は提供いたしませんので、食事時間帯にお預かりする場合はお弁当（離乳食）をご持

参下さい。 

 必要があれば適量の間食（おやつ）をご持参下さい。 

 授乳期のお子様はミルクを回数分ご持参下さい。 
 

【料金】 

利用料：１時間  ４００円 

紙おむつ：ご持参下さい。 

万一不足の場合に備え、準備しておりますが有料となります。（１枚１００円）  
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【予約のキャンセルについて】 

 利用予約をキャンセルする場合は、事前の連絡が必要です。キャンセル料金が発生する場合

がありますので、下記の表をご覧いただき、はるかぜ保育所までお電話ください。 

利用開始時刻 連絡時刻 キャンセル料 

午前８：３０ 

～ 午前９：００ 

当日午前８：００までに連絡

いただいた場合 
不要 

午前９：００以降 
利用開始時刻の１時間前まで

に連絡いただいた場合 
不要 

上記指定の時刻までに連絡がなかった場合 
予約時間に応じた料金の半額 

を徴収します。 

※気象警報（暴風警報等）発令時等、利用者の都合以外でのキャンセルの場合はこの限りで

はありません。 
 

【延長料金について】 

 １５分ごとに１００円を請求いたします。 

遅くなる時は必ずご連絡ください。（１分でも超過すれば１００円） 
 

【料金の支払い】 

 当日現金払いのみとなります。 
 

【緊急時の対応】 

 保育中にお預かりしたお子様が、急に発病した場合や、けがをした場合は応急処置をさせ

ていただきますが、保育が無理と判断した場合は、連絡させていただきますのでお迎えを

お願いします。病院の診察は原則として保護者の方でお願いします。 

 気象警報発令時は預かり終了時間にかかわらずお迎えをお願いすることや、自宅待機・臨

時休園することがあります。 

 利用時間中に危険が伴う事態（地震・火災・不審者等）が発生した場合、お迎えをお願い

する事や、安全な場所に避難誘導していることがあります。 ※避難場所：岩田小学校 

 ※ お子様の安全を第一に対応いたしますが、緊急時の保育については、保護者の責任にお

いてお預かりすることをご了承ください。 
 

【服薬等】 

薬は事故防止のため原則としてお預かりしません。（※薬の服用が必要な場合は、ご相談

ください。） 

 

☆利用にあたっては「ご利用規約」をよくお読みのうえ、記載事項を厳守してください。 

☆登録申請書・利用申込書・添付書類などに記載された情報は一時預かり事業の目的以外には 

使用いたしません。 

 

 

［ お問い合わせ先 ］ 

上富田町立 はるかぜ保育所 

住所 上富田町岩田１６７４番地の１ 

TEL ０７３９－３４－２６１１ 


